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1. 調査目的 

非正規雇用労働者の増加等の雇用環境の変化、情報通信社会の急速な進展等による生活環境
の変化、少子高齢化や核家族化、未婚化・晩婚化、これらを背景とした単身世帯や単身高齢者の増
加といった社会環境の変化により、「孤独・孤立」がうまれやすい社会となっている。 
孤独・孤立の問題の特性として、原因や背景事情が多岐にわたり、かつ複雑に絡み合い、分野横断

的な支援を要する場合が多く、既存の制度や支援機関では対応できない場合があること等が挙げられる。
このような問題に対しては、「課題解決型の支援」と「つながり続けること」の両方を組み合わせることや、
孤独・孤立が起こりにくいような「豊かな地域づくり」といった視点が必要である。 
「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム分科会」の「中間整理」 においても、孤独・孤立対策に関

して、「「課題解決型の支援」と「つながり続けること」を両立させることがセーフティネットの構築であると捉
えるべきである」と指摘されている。その上で、セーフティネットが機能する場面について、「「緊急時対応
（相談支援体制等）」のみならず、「日常生活環境（地域社会のあらゆる生活環境）における対応」
が予防や早期対応の観点からも重要」であることが明言されている 1。 
一方で、「日常生活環境における対応」に関しては効果的な施策のあり方について行政側の知見が

乏しく、発展途上にある状況であることが課題となっている。 
このため、本事業において、NPO 及び社会福祉法人等（以下「NPO 等」）をはじめとした多様な主

体の協働による創意工夫にあふれる日常生活環境における孤独・孤立の予防や早期対策につながる
活動に対して、支援を行う。 

  

 
1 内閣府（2022）「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム 分科会２ 中間整理」
https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/katsudou/branch2022_
2/pdf/bunkakai2_honbun.pdf 

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/katsudou/branch2022_2/pdf/bunkakai2_honbun.pdf
https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/katsudou/branch2022_2/pdf/bunkakai2_honbun.pdf


 

2 

2. モデル事業の公募内容 

本事業では、孤独・孤立問題に対して、新たに「日常生活環境における早期対応や予防に資する先
駆的な取組」（下図「アプローチ1」に関連した取組）を行う事業者を公募し採択、取組支援を行った。 
モデル事業として、孤独・孤立問題に対して、新たに「日常生活環境における早期対応や予防に資す

る先駆的な取組」を行う事業者を公募し採択、取組支援をした。 
 

 
 

「日常生活環境における対応」の例 
 スポーツや文化・芸術を通じたこども・若者、高齢者など多世代間の交流 
 シニア世代によるこどもへの伝統行事等の伝承を通じた交流 
 大工仕事などを通じた中年・シニア世代の交流の場（日本版メンズ・シェッド）の提供 
 空家を活用したコミュニティカフェ、ものづくり、講習会などを複合的に実施する居場所の提供 
 図書館や博物館、公園などの機能を活かした居場所の提供 
 新聞・郵便配達、宅配、コンビニ、理美容など地域インフラとの協働による地域の包括的見守り

体制の構築 
 食品や生活用品などの支援物資に関する地域内のマッチングの仕組みの構築 
 地域の孤独・孤立の問題を支える NPO等や様々な居場所・相談窓口等の可視化 
 シニア世代の知見やノウハウを活かしたまちづくりや中小企業支援 
 環境保全や農作業、防災ボランティアなど参加を通じた地域貢献 
 買物困難や交通不便を補う地域社会システムの立ち上げ活動  等 

※「アプローチ２」及び「アプローチ３」に関連する既存の取組であっても、孤独・孤立の問題への日常生
活環境における早期対応や予防に資する要素を新たに追加する取組については、支援の対象とし
た。 
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※令和5年度の「地域における孤独・孤立対策に関するNPO等の取組モデル調査研究業務」において
採択された取組で応募する場合にあっては、これを発展・拡充させる取組であるものを支援の対象に
した。 

 

（１）対象団体 

 公募にあたっては、法人格を有する非営利団体（特定非営利活動法人、公益法人（公益財団・
社団法人、一般財団・社団法人、社会福祉法人、学校法人等））、及び法人格を持たない任意団
体（地縁組織、地域運営協議会等非営利かつ公益に資する活動を行う団体）とした。 
（資格要件） 
 日本国内に拠点を有していること。 
 契約締結後の経理実務について、責任を持って管理できること。 
 特定の宗教や政治思想を広めることを目的とする団体、反社会的勢力および反社会的勢力と密

接な関わりがある団体でないこと。 
 

（２）経費負担金額および採択予定件数 

１団体あたり：上限200万円（税込み） 
採択団体数：80団体程度 

 

（３）実施期間 

実施期間は、契約締結日から令和7年2月10日までとした。 
 

（４）応募から事業終了までの主な流れ 

応募から事業終了までの主な流れは、以下のとおり。 
令和6年5～7月 ： 事業公募、審査、採択候補団体等決定 
令和6年7月 ： 契約締結・事業開始 
令和6年9月 ： 第1回全体研修会 
令和6年12月 ： 中間報告会 
令和7年1月 ： 第2回全体研修会 
令和7年2月上旬 ： 成果報告書、実績報告書提出（委託業務に要した経費の報告）、

確定検査 
令和7年3月 ： 最終報告会 
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3. 採択プロセス・結果 

採択される事業は、第三者の有識者等で構成される審査委員会において選定のうえ、内閣府の合
意の下で決定した。 
審査の結果は、NTTデータ経営研究所ウェブサイト上において公表するとともに、当該団体にNTTデ

ータ経営研究所より電子メールあるいは電話等にて通知した。 
 

 
（審査のポイント） 
 
（１）事業実施体制 
・団体設立の趣旨、活動実績から事業実施団体としてふさわしいか 
・組織体制、活動実績や財務状況等から事業を実施できる体制が整備されているか 
・関係機関や関係団体等との連携・協働体制が構築されているか  
 
（２）事業内容 
① 目的 
・事業目的が日常生活環境における孤独・孤立の問題の対応に貢献するか 
・事業目的が現場のニーズをとらえた明確なものであるか 
② 実行性 
・事業計画や資金計画に具体性・計画性があり実現可能性があるか 
・作業スケジュールは無理のないものか 
③ 継続性 
・事業期間終了後も継続的・自立的な取組が期待できるか 
④ 先駆性・波及性 
・先駆的で創意工夫にあふれる取組内容であり、日常生活環境における孤独・孤立対策のモデル
としてふさわしいか（令和５年度の「地域における孤独・孤立対策に関する NPO等の取組モデル
調査研究業務」において採択された取組で応募されているものについては、これを発展・拡充した
ものになっているか） 
・地域の孤独・孤立対策の機運醸成と取組の普及・拡大につながるか 
 
（３）費用対効果 
・経費の積算は妥当であり、経済合理性があるか 
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4. 採択団体の概要 

NPO等が主体となった⽇常⽣活における孤独・孤⽴の予防や早期対応につながる取組の普及を⽬
指す「地域における孤独・孤⽴対策に関するNPO等の取組モデル調査」に応募のあった92件の提案の
中から、有識者で構成される審査評価委員会の意⾒を踏まえて、77件のモデル的取組を採択した。 
 
【公募状況】 

公募期間︓令和 6年 5月27日～6月21日  
採択件数（応募件数）︓77件（92件） 

 
採択された 77団体は図表 １の通りである。なお、取組内容の詳細は別冊の事例集を参照されたい。 
 

図表 １ 採択団体一覧 
 
NO 団体名（設立年） 場所 取組名 取組の目的 

1 札幌メンズ・シェッド 
ポッケコタン 
（2023年 4月） 

北海道 
札幌市 

メンズ・シェッドによ
るシニア男性の孤
独・孤立の予防 

「リタイア後、男性が企業人から地
域人へ移行するため、自分にあっ
た移行活動が出来る」を模索する
プラットフォームづくりを目的として
いる。既存の組織とは異なる拠点
を作り出し、孤独・孤立に悩む高
齢者を取り残さない、人と人との
「つながり」が生まれ支え合う地域
の実現に向けてスタートしている。 

2 特定非営利活動法
人 くるくるネット 
（2004年 3月） 

北海道 
室蘭市 

空きスペースを活
用した多世代交流
のコミュニティカフェ
の取り組み 

こども食堂の延長線上にあるコミュ
ニティカフェを拠点とし、気軽に
人々がつながる場を作ることで、
孤独や孤立を感じる人々が少し
ずつ社会と関われるよう支援する
ことを目的とした。 

3 NPO法人 みなと計
画 
（2018年 3月） 

北海道 
江別市 

推し活は若者の孤
立を防げるか︖ 
推しからセーフティ
ネットへ 

多様な若者の興味を喚起させる
ために有効なのが、「推し」のよう
に、若者が興味関心を持ちやすい
テーマを切り口にすることである。そ
こで、暮らしの中で接する人や場
所でこれらのポイントを押さえた呼
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びかけをし、そこを入口に若者とつ
ながり関係を維持することで、社
会的な孤立を防止するセーフティ
ネットに発展させることを目的とし
た。 

4 特定非営利活動法
人 陸前高田まちづ
くり協働センター 
（2006年 3月） 

岩手県 
陸前高田
市 

災害公営住宅にお
ける市民交流プラ
ザを活用した交流
機会のコーディネー
ト 

入居者同士の交流やつながりが
減少し関係性の希薄化が課題と
なっている災害公営住宅におい
て、市民交流プラザという拠点を
活用して市内の NPO 等をつな
ぎ、多様な催しものをコーディネー
トすることで新しい人の動きをつく
り、住民同士及び周辺地域住民
との新たなつながりを生みだすこと
で、孤独・孤立リスクの低減を図
る。 

5 一般社団法人 イシ
ノマキ・ファーム 
（2016年 8月） 

宮城県 
石巻市 

地域と生きづらさを
抱えた若者を繋ぐ
農村体験プログラ
ム 

対象者の方が、普段と違う生活
環境に身を置き、非日常の体験
をすることにより、日常で目を背け
ていたものに対して間接的に克服
できるのではないかと考えた。自然
環境下で生活をする、人目もあま
りない、いても地元の高齢者等、
話しやすい相手。農作業等、成
果が目に見えることで、成功体験
を経験できる。このような体験をす
ることで、信頼できる大人がいる。
「自分もやればできるのだ」と思う
変化が生まれることを想定した。 

6 一般社団法人 石
巻じちれん 
（2016年 1月） 

宮城県 
石巻市 

集まろう、話そう、
心も身体も元気に
なれるコミュニティづ
くり事業 

震災による大規模集団移転で形
成されたのぞみ野地区とあゆみ野
地区は地縁が希薄である。本事
業を通して、地域で見過ごされて
いる孤立や孤独を抱える住民が
安心して出てこられる場づくりや、
地域の現状を把握し、自治組織
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と共有することで、地域の活性化
を狙う。 

7 特定非営利活動法
人 まなびのたねネッ
トワーク 
（2007年 2月） 

宮城県 
石巻市 

石巻地域の不登
校中高生 応援ホ
ッとスペースプロジェ
クト 

不登校となっている中高生一人ひ
とりが、社会で生きていくために必
要な自活力と良好な関係づくりを
目指す。特に、日中、自宅で一
人で過ごす女子中・高生が、居
場所「しゅろハウス」での体験や関
わりを通して、彼女たちの日常と
心境にプラスの変化をもたらしたい
と考えた。 

8 キンダーフォーラム 
（2024年 7月） 

宮城県 
富谷市 

「世代を超えたクリ
スマスパーティー」プ
ロジェクト 

富谷市ではコミュニティの希薄化
が懸念されている。特にこどもと高
齢者の関りが十分でないと考え、
両者の交流が生まれるイベントの
開催を目指した。一過性のイベン
トではコミュニティは生まれないた
め、今回の活動はあくまでこどもと
高齢者が関わるひとつのきっかけと
位置づけ、活動に継続的に参加
したいと思ってもらえるよう取り組ん
だ。 

9 一般社団法人 
WATALIS 
（2013年 4月） 

宮城県 
亘理町 

竹林のアップサイク
ルによる心を繋ぐ地
域共生コミュニティ
創り 

担い手不足により耕作されない遊
休農地と竹が繁茂する里山を活
用し、孤立しがちな高齢者をはじ
めとした多様な人々を対象とし
て、地域の自然環境について学
び、景観維持と環境保全を促進
するための実践活動を行う。交流
と地域貢献の取組みを通して、多
様な構成員が職業や世代を超え
て繋がる新たな地域コミュニティを
創る。 

10 筑波大生による、み
んなの食堂（つくしょ
く） 

茨城県 
つくば市 

３世代によるワーク
ショップ・セミナー交
流 

こども・学生・高齢者の 3 世代間
交流を促すワークショップやセミナ
ー等の取り組みを実施すること。
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（2023年 6月） 現段階で我々が実施しているこど
も食堂はこどもと学生の交流の場
になっているが、そこに高齢者を加
えることで、課題となっている高齢
者の孤独・孤立の解消につなげて
いく。 

11 特定非営利活動法
人 宇都宮まちづくり
市民工房 
（2005年 9月） 

栃木県 
宇 都 宮
市 、那須
塩原市 

当事者との連携・
協働で進める、栃
木の孤独・孤立対
策 

就労前の大学生を含む若者や幅
広い世代の女性、就労を終えたリ
タイア組等が地域の活動に参加
することで、孤独・孤立の解消に
寄与できる取り組みを目指した。
孤独・孤立に陥りがちな当事者
自身が、地域におけるさまざまな
活動に参加して自分たちの役割
に気づく支援をすることを目的とす
る。 

12 特定非営利活動法
人 じゃんけんぽん 
（1999年11月） 

群馬県 
高崎市を
中心として
那須塩原
市など 

見守り・居場所等
孤独孤立防止の
活動における情報
受発信の取組み 

活動を広く世間に知ってもらうこと
で、必要な人に必要な情報が届
き、直接的な相談や居場所の利
用等、何かしらの支援につながる
ことや、地域で同種の活動をして
みようとする人が現れることを目指
す。加えて車社会の群馬におい
て、ラジオから流れるメッセージが
必要な人に届き孤独・孤立防止
につながるのかを検証する。 

13 一般社団法人 オー
プンコミュニティおいで
よハウス 
（2022年4月18
日） 

埼玉県 
飯 能 市
（飯能周
辺） 

対話をベースとした
居場所とアウトリー
チによる当事者主
体の包括的サポー
ト 

居場所と訪問を組み合わせること
によって、日常生活のレベルで声
を直接聴かせて頂き、安心感、気
持ちの整理、具体的な方向性の
選択がご本人に生まれることを目
的としたいと考えた。 

14 NPO 法人 クラブし
っきーず 
（2000年8月21
日、NPO 法人格取

埼玉県 
志木市 

地域密着型サード
プレイスによる一体
的支援事業 

本事業のコーディネーターが相談
支援と居場所支援を一体的にコ
ーディネートし、当事者のメンタル
ケアはもちろん、様々なプログラム
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得︓2002 年 9 月
2日） 

に参加しながら小さな成功体験を
積み重ね、自己肯定感や自己有
用感の高まりから自信を獲得し、
本人の成長・回復へと繋げていく
支援を行う。 

15 特定非営利活動法
人
KOMPOSITION 
（2002年11月） 

千葉県 
松戸市 

特別なニーズを抱
えるこども向けの居
場所と職業トレー
ニング 

不登校やひきこもりの体験等を持
ち、特別なニーズを抱えるこどもた
ちの中には、就労に困難を抱える
者が少なくない。そこで、本事業で
は、そのようなこどもたちの個別特
性やニーズに基づき、地域と連携
したオーダーメイド型の職業トレー
ニングプログラムを提供することで、
地域に居場所と就業につながる
機会を作ることを狙いとした。 

16 社会福祉法人 九
十九里ホーム 
（1995年10月） 

千葉県 
匝瑳市 

孤独・孤立の防止
につながる福祉のま
ちづくりプロジェクト 

地域おいて孤独を感じている高齢
者が社会の一員であることを認識
できるプログラムの開発と、若者が
社会参加による自己肯定感の獲
得を目的とする。特に一人暮らし
の方々の居場所づくりと若者の就
労支援を中心に取り組み、その活
動を通じて行政及び各機関の連
携に関するネットワークを構築す
る。 

17 一般社団法人 青
少年を守る父母の
連絡協議会 
（2023年 7月） 

東京都新
宿区 
北海道旭
川市 、札
幌市 
大阪府大
阪市 
福岡県 

青少年を持つ家族
と地域ボランティア
の連携による見守
り強化 

ボランティアさんと相談者さんと支
援団体の 3 者が対面で、現場で
ある歌舞伎町の町に出ながら若
者に声をかけ、パトロールをするこ
とによって社会の現状を実感して
もらう。また、メディアではわからな
いような事実を、社会貢献意欲
のあるボランティアさんにも見てもら
い、より一層地域で若者が孤立し
ないような地域社会を作っていく。 
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18 特定非営利活動法
人 キッズドア 
（2007年 1月） 

東京都 
墨田区 

こどもの居場所を
活用した高齢者の
孤独・孤立防止の
ための多世代・多
文化交流コミュニテ
ィの形成 

こども支援、高齢者支援等多くの
支援活動が展開されているが、各
団体個別の活動が多く行われて
いる。キッズドアの「LL すみだ」が
地域の支援団体に働きかけて地
域のコミュニティを形成して、こども
の育成を図るとともに、高齢者の
社会活動への参画を促して孤
独・孤立防止の推進の取り組むこ
とを目的とする。 

19 一般社団法人 
Arts Alive 
(2009年 11月) 

東京都 
豊島区 、
北区 

アート創作やアート
を 通 し た 対 話
（ARTRIP)による
孤独・孤立防止事
業︓子育て世代を
対象に 

発達障害のこども達や保護者に
作家と一緒に大勢でコラージュ壁
画を制作したり、美術館やお寺の
本堂での対話型鑑賞グループワ
ーク《アートリップ》に参加したり、保
護者対象にアートリップで交流の
後、お互いに悩みを相談する交
流会を開くことで、彼らの孤独・孤
立を防止することを目的とする。 

20 NPO 法人 サンカク
シャ 
（2019年 5月） 

東京都 
豊島区 、
北区 

街全体で行う若者
の居場所作り 

本事業は、支援を受ける若者だ
けでなく、地域の大人にも大きな
変化を与えることを目的としてい
る。若者への居場所づくりは、安
心できる場の提供だけでなく、多
様な大人とのつながり作りが欠か
せない。これまでの居場所は比較
的閉じた形で運営をしていたもの
の、今回の取り組みでは、街中に
居場所を作り、若者と地域や企
業の大人との接点を作りやすくす
る場を運営する。 

21 RMJ 
（2022年 3月） 

東京都葛
飾区 
神奈川県
横浜市 

国籍を問わないマ
マパパのためのつな
がり支援 

ママたちがオンライン・オフラインで
交流することにより孤立感が減少
し、精神的な安定が促進される。
各種イベントを通じて、地域内外
の人々が交流し、地域の絆が強
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化される。保育士へのLINE相談
体制強化により、ママたちの安心
をより高める。地域の行政や団体
との協力、連携により、様々なリソ
ースを活用した多角的な支援を
行う。 

22 一般社団法人 フー
ドバンク八王子 
（2016年 6月） 

東京都 
八王子市 

第二期・食で結ぶ
「孤独・孤立対策
プラットフォーム」の
構築 

プロジェクトメンバー間での問題意
識の共有と展開、そして官民を問
わず、様々な孤独・孤立の当事
者への支援の連携を図る。 

23 こどもと大人の地域
活動「たのつく」 
（2022年 4月） 

東京都 
小平市 

大人もこどもも集え
る、「ファミリーデー」
×「たのつくフェス」 

昨年度の「たのつくフェス」を今年
度も開催し、こどもたち発信でより
多くの大人もこどもも巻き込んで
関わる人を増やす。「ファミリーデ
ー」の開催により、ボードゲーム会
やその他のアクティビティを通じて、
「子縁」を活かしたつながりを強化
し、共通の趣味を通じた交流を促
進することで孤独・孤立予防にお
ける居場所との相乗効果を生む。 

24 あけぼのインクルージ
ョン 
（2024年12月） 

神奈川県 
横浜市 

依存症回復者等
を対象とした地域
内居場所事業 

保護等の支援（日常）に応じた
地域参加をプラスし、当事者の日
常の幅を広げる居場所を作り、居
場所では当事者それぞれができる
地域参加（ゴミ拾い、簡単な軽
作業、料理補助）を実施する。
居場所では、支援団体同士のネ
ットワークや情報交換の場になって
いき、彼らのバーンアウトを防ぐ。 

25 特定非営利活動法
人 教育支援協会
南関東 
（2015年 7月） 

神奈川県 
横浜市 

不登校が居場所に
つながり社会的自
立を目指せる環境
づくり 

学校や関係機関、不登校の家
庭や保護者がフリースクールや民
間教育施設の情報を得やすくな
る、相談ができる等の取り組みを
通して、不登校のこどもやその家
族が社会的な不利益を受けるこ
となく、様々な人に支えられ、体
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験や教育の機会が保障され、社
会的自立につながる環境づくりを
行う。 

26 NPO 法人 街カフェ
大倉山ミエル 
（2010年11月） 

神奈川県 
横浜市 

誰もが気軽に集う
居場所を孤立家
庭にとっての身近な
相談室に 

本事業の目的は、コミニティカフェ
の繋がりの中で自主的に始まって
いた夏休みに親子であつまる朝ご
はん会や学校に合わない子の親
のピアカウンセリングについて、量と
質を向上させて孤独・孤立対策
につながる地域の場として認知さ
れること、当団体だけでは対応で
きない社会課題に対して多様な
連携体制を構築することとした。 

27 特定非営利活動法
人 リンクトゥミャンマ
ー 
（2017年 3月） 

横浜市を
中心とした
神 奈 川 
県全域及
び関東各
都県 

在日ミャンマー人の
孤独・孤立を防ぐ
定住支援相談事
業 

定住支援や文化交流事業を通
じて、ミャンマー人の孤立問題に
取り組んだ。従来の課題解決型
の支援に加え、プッシュ型の支援
を拡充していくことに重点を置い
た。これにより、外国人の孤独・孤
立を未然に防ぎ、当会名称の由
来でもある「リンク」の役割を在日
ミャンマー人コミュニティと日本人社
会との間で果たすことを目指した。 

28 NPO 法人 地域で
子どもを育む会 
（2021年 12月、
法人登録︓2022
年 4月） 

神奈川県 
川崎市 

多世代で取り組む
小中学生の居場
所づくり 

「地域のこどもは地域で育む」をコ
ンセプトとし、小中学生対象の居
場所づくりを行ない、運営において
高校生、大学生、フリーター、40
代～70 代の地域の人々がボラン
ティアスタッフとして関わることによ
り、学校、家庭以外の第３の居
場所として、孤独や孤立を感じる
ことなく過ごせる地域交流の場を
めざす。 

29 特定非営利活動法
人 クロスフィールズ 
（2011年 5月） 

石川県 
金沢市 

地域の居場所と連
携した地域主体の
社会的処方のモデ

地域における人々のつながりの希
薄化とそれに起因する孤独・孤立
の課題の予防に向け、地域住民
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ルづくり 同士のつながりを創出し共助の仕
組みを活性化させるための新たな
取り組みとして、地域の多様な主
体と連携した社会的処方のモデ
ルを構築する。 

30 特定非営利活動法
人 場作りネット 
（2013年 4月） 

長野県 
上田市 

街に居場所ができ
る”のきしたしごと事
業” 

個人と社会の関係性を変えていく
一つの方法として、地域の文化資
源（本屋、映画館、劇場等）で
仕事をするということを通して、これ
まで出会ってこなかった生きづらさ
を抱える人と街で働く人が出会う
機会を作ることを目的とし、本事
業を実施した。 

31 特定非営利活動法
人 人と動物の共生
センター 
（2012 年 3 月 1
日） 

岐阜県 
岐阜市 

ペット版フードバンク
による、寄り添い相
談見守り事業 

ペット版フードバンクの整備や、ア
ウトリーチにより問題が大きくなる
前に予防的な飼育指導や繁殖
抑制、衛生環境の改善、預かり
先の確保による頭数の削減等の
支援等を行うことにより、当事者
が必要な支援とつながりながら、ペ
ットと共にその人らしく地域の中で
生きていける環境を実現すること
を目的とする。 

32 特定非営利活動法
人 かみああと 
（2015年 9月） 

岐阜県 
多治見市 

ユニバーサル・ファク
トリーの提供事業 

孤独・孤立状態を強いられている
方々は高齢者ばかりではなく働き
盛りのミドルクラスにも多いことや、
若い世代においてもひきこもりや家
庭の問題により孤独・孤立を感じ
ている方が多いこと等を踏まえ、も
のづくりを媒体として、より幅広い
世代が交流できる場を設けること
とした。 

33 特定非営利活動法
人 ささしまサポート
センター  
（任意団体として

愛知県 
名古屋市 

生活困窮の当事
者と共に学ぶ地域
共生社会の担い
手育成事業 

当団体の活動内容や貧困・生活
困窮に関わる知識を学ぶ研修を
行うことで参加者の不安を低減す
ることをねらいとした。その後、先輩
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1985 年 、 法 人
化︓ 2012 年 9
月） 

ボランティアや当事者に教えられな
がら実際の活動に参加し、「つな
がり続ける支援」への参加のハー
ドルを下げ、地域の多様な人々が
集う場を共に作り続けられる基盤
を整えたいと考えた。 

34 一般社団法人  
Pay for World 屋
号「えがおの駄菓子
屋」 
（2020年10月） 

愛知県 
春日井市 

多世代が地域のも
う一つの家の様に
集まる駄菓子屋を
作る 

本事業で下記３つのキーワードを
強化し、居場所として地域の繋が
りを強化する。 
・「高齢者が気兼ねなく相談でき
て楽しみがある居場所」 
・「母親の子育てをサポートする居
場所」 
・「地域でこどもを見守ることができ
る居場所」 

35 特定非営利活動法
人 しんしろドリーム
荘 
（2005年 4月） 

愛知県新
城市 
静岡県浜
松市 、湖
西市 

空き家再生型メン
ズ・シェッドとおやじ
講を融合させた孤
独・孤立対策 

今まで地域社会から取り残されて
いた男性高齢者を、空き家再生
型メンズ・シェッドを拠点に、空き
家問題を解決する立役者に仕立
てることで、孤独・孤立状態から
回復し、健康増進で福祉負担を
軽減させる予防措置を果たし、も
って医療費、介護費等の国家財
政の健全化に貢献する。 

36 特定非営利活動法
人 わんず 
（2020年 1月） 

三重県 
玉城町 

わんずささえあいネ
ット 

孤独・孤立状態に陥ることを予防
し、寂しさを感じている人々に寄り
添うため、フリースペースと夜間チャ
ットを実施した。また、ささえあいの
子育て、学びあいの多世代交流
を通じて、「孤独ではない、すぐ近
くに助けてくれる人はいる」と感じて
もらうと共に、関係性の中で自立
し、次代の支え手となる双方向の
関係づくりを目指した。 

37 一般財団法人 
ZERO loneliness 

滋賀県 
大津市 

ペカン 1000 年の
森でつながるコミュ

空き家をリフォームして、ボランティ
アや地域住民が休息したり、コミュ



 

15 

（2024年 5月） ニケーションカフェ ニケーションをとったり、DIYや畑作
業等の好きなことができる場となる
居場所を開設し、地域の交流拠
点として社会的孤独・孤立の予
防、軽減に寄与することを目的と
した。 

38 認定 NPO 法人 つ
どい 
（2011年 1月） 

滋賀県 
長浜市 

孤立する人・家族
をつなぐ地域の相
談窓口＋居場所
つどい 

活動を行ってきた中で、いくら相談
を受け付けていますと広告しても、
それを見て相談してくる人はそこま
で多くなかった。そこでまずは仲良く
なろう、信頼関係を築こう︕という
ことで楽しいイベントを開催して参
加してもらおうということを目的にお
こなった。 

39 NPO 法人 滋賀県
社会就労事業振興
センター 
（1998年10月） 

滋賀県 
草津市 

社会・地域・人とつ
ながるための参加
準備支援事業 

就労の準備や居場所を探す前段
階の支援が必要な人たちに対し
て、①就労意欲の醸成に向けた
軽作業の提供や、②利用者のニ
ーズにあった居場所作り、③地域
とのつながり作りを行うことで、
各々が自分のペースで、社会とつ
ながるための準備（社会参加の
第一歩）を支援したいと考えた。 

40 社会福祉法人 光
養会 
（1992年 8月） 

滋賀県 
高島市 

買物困難や交通
不便を補う地域社
会システムの立ち
上げ活動 

高齢者等の交通不便を抱える自
治会において、地域住民や関係
団体等と協働で取組を進め、定
期的に買物等生活を維持してい
くための活動を通じて、人と社会が
つながる機会をつくる。これにより、
住み慣れた地域で安全安心に自
立（介護予防）した生活ができ
るように関わることを目的とする。 

41 immi lab 
（2020年 1月） 

滋賀県 
東 近 江
市 、近江
八幡市 、

滋賀県在住の移
民ルーツを持つ若
者を対象としたレジ
リエンス育成事業 

定期的な対面支援実施により、
移民ルーツの若者の中でプロジェ
クトポンテ（1 対 1 のメンタープロ
グラムを軸とした移民ルーツの若
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長浜市な
ど 

者のエンパワーメントを目指す事
業）のコミュニティとしての意識を
高める。若者とより身近な関係を
スタッフが築くことで、若者が挑戦
したいことをより明確に伝えることが
でき、目標に向け具体的に行動
できるようになることを目指す。 

42 一般社団法人 京
都わかくさねっと 
（2016年 7月） 

京都府 
京都市 

地域のカフェを核に
した孤独・孤立へ
の早期対応と予防
の取り組み 

これまで実践してきた「生きづらさ
を抱える少女支援のノウハウ」を
活かし、少女たちに安心安全と思
ってもらえる「カフェ」を入口に、少
女たちが楽しく交流する場と活躍
できる場（働く場）を提供する。
少女たちに寄り添う地縁と専門家
のネットワークを構築し、アクション
リサーチによる孤独・孤立防止対
策の探究・実践を行う。 

43 チームパッション 
（2024年 7月） 

京都府 
綾部市 

若者の孤立・孤独
予防プロジェクト: 
農作業ボランティア
と古民家リフォーム
を通じた地域交流 

若者が地域社会とのつながりを深
め、孤独感を解消し、社会参加
を促進することを目的とした。具体
的には、農作業や古民家リフォー
ムといった活動を通じて、若者が
自然や他人との交流を深め、自
己成長を図る場を提供した。 

44 一般社団法人 
Shien 
（2018年 7月） 

京都府 
京田辺市 

自治会運営の変
革（地域デジタル
化推進支援）×
住民の孤独・孤立
世帯を防ぐ取組み 

自治会運営の変革（地域デジタ
ル化推進支援）により、高齢世
代と若い世代を融合させ、共助に
よるデジタルデバイドの解消からデ
ジタルリテラシーの向上を図り、情
報格差是正となる持続可能な
ICT を活用した協働まちづくりを
目指す。 

45 一般社団法人 
NIMO ALCAMO 
（2020年11月） 

大阪府大
阪市 
京都府京
都市 

休職者・離職者の
ための居場所運営
と、つながりをつくる
支援人材育成 

カフェ等を入口にした無料の居場
所相談を継続することで、これま
で行政等の支援に繋がっていなか
った若者へのリーチを行う。支援者
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育成の課題を解決することによ
り、大阪を中心とした関西圏にお
ける制度のはざまで困窮する若年
層の根本的な支援ができるネット
ワークを構築していく。 

46 NPO法人 SKY 
（2019年 6月） 

大阪府 
大阪市 

中高年男性の孤
独・孤立予防対策 

孤独・孤立リスクの高い「働く中高
年男性」を対象に、家でも会社で
もないコミュニティの場を提供す
る。コミュニケーション力やセカンド
キャリアへの気づきを得て、セルフ
ヘルプのスキルを身につける。 

47 一般財団法人 ヒュ
ーマンライツ協会 
（1993年12月） 

大阪府 
大阪市 

孤独・孤立を生ま
ない、こどもと地域
のつながりの場づく
り事業 

地域特性より、家庭環境等からこ
どもの新たな経験、体験機会が
失われる場面があり、こどもが出
生地により現在から将来に渡っ
て、不利益を被らない、他者と不
平等にならないようにするため、基
礎学力向上、将来の就業に対す
る前向きな意識づけ、体験機会
の創出を軸にこどもや家庭が各自
目的意識をもって集まる場所を作
る。 

48 認定特定非営利活
動法人  釜ヶ崎支
援機構 
（1999年 9月） 

大阪府 
大阪市 

孤立・クローゼット
の奥にある新世界
ジェンダーフリーシェ
ッド 

・ぬぬぬぬぬぅ︕倶楽部︓コミュニ
ケーションが不得手でも孤独・孤
立を緩和できるプログラムを作り出
すこと 
・ベンチプロジェクト︓社会から評
価される機会が少ない方々が地
域で活躍できる場をつくること 
・ファッションの新世界︓参加者が
自身の中にある自由や可能性に
気づき、孤立の緩和につなげるこ
と 

49 ハレトケの会 
（2013年 7月） 

大阪府 
大阪市 

あいりん地区単身
高齢者のつながり
づくり・支援者間の

あいりん地区（通称釜ヶ崎）は、
日雇い労働者のまちとして有名だ
が、路上生活から生活保護受給
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ネットワークづくり に移行されたとしても、日々するこ
とがなく人とのつながりからも孤立
してしまうケースも多い。仕事はで
きないけれど、小さな仕事と役割
の創出し、コミュニティカフェに来れ
ば誰かと出会える場所を街の中に
つくりたいと考えた。 

50 一般社団法人 
タ ウ ン ス ペ ー ス
WAKWAK 
（2012年 4月） 

大阪府 
高槻市 

まちかどでおしゃべり
～地域で安心して
生きていく～ 

活動場所である高槻市営富寿
栄住宅には、独居高齢者や障害
者、外国籍住民等の生活困窮
者が住んでいる。経済的背景等
から、長く引きこもっていた経験を
持つ人や、様々な事情で働けなく
なった 30歳代後半から 60歳代
前半層の人を見守り、ニーズに応
じたサポートをすることが目的であ
る。 

51 一般社団法人 ケア
と暮らしの編集社 
（2020年11月） 

兵庫県 
豊岡市 

社会的処方推進
プラットフォーム開
発プロジェクト 

本プロジェクトでは、地域住民及
び支援者が簡便に社会的処方を
活用できるデジタルプラットフォーム
を開発した。このプラットフォームに
は、地域にあるフォーマルなサービ
スの他にも、インフォーマルな市民
活動やコミュニティの情報や参加
方法が記載されており、地域住民
の孤独・孤立を解消することを目
的としている。 

52 特定非営利活動法
人 但馬を結んで育
つ会 
（2019年12月） 

兵庫県 
養父市 

空き家の再生を通
じた「新たなつなが
りプラットフォーム」
構築事業 

①人とのつながりを構築する起点
をつくる。 
②同種の地域課題に直面してい
る他地域の希望をつくる。 

53 社会福祉法人 鳥
取県社会福祉協議
会 
（1955年10月） 

鳥取県 
全市町村 

ひきこもりの状態に
ある方等の就労体
験事業 

様々な理由によってひきこもりの状
態や就労への意欲が低下してい
る状態の方々が一人ひとりにあっ
た就労体験を通して役割を持ち、
他者と緩やかに交流することで、
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塞ぎこんでしまった状態から少しず
つ自信や社会性を取り戻し、生
活のしづらさの克服や、地域社会
とのつながりづくりにつなげる。 

54 特定非営利活動法
人 地域共生とっとり 
（2013年 3月） 

鳥取県 
鳥取市 

こども・若者に対す
る孤独・孤立対策
事業の推進 

鳥取市のこども・若者分野で活動
する団体に対し、孤独・孤立問題
に関する情報交換会等を開催す
ることで、こども・若者分野での孤
独・孤立問題への機運を醸成す
る。最終的には、現在設立されて
いる「麒麟のまち孤独・孤立対策
官民連携プラットフォーム」への参
画や協力を得ることで、あらゆる世
代での事業につなげていく。 

55 鳥取医療生活協同
組合 健康まちづく
り部 
（1951年 7月） 

鳥取県 
鳥取市 

地域に潜在するス
ペースを利用した
居場所づくりと効果 

・地域に居場所（たまり場）を増
やす 
・参加者や担い手を増やし地域
の孤独・孤立解消、健康づくりを
推進する 

56 特定非営利活動法
人 ピアサポートつむ
ぎ 
（2022年 3月） 

鳥取県 
倉吉市 、
琴浦町 、 
北栄町 、
湯 梨 浜
町、 三朝
町 

周囲の大人に理解
され受け入れられ
る実感を生きる力
に変える事業 

一番身近な家庭において孤立す
ることなく、その生活の場が、発達
障害や不登校、ひきこもりの当事
者にとって安心できる居場所とな
るよう、家族の理解や受容につな
げる勉強会や交流会を通して、
親子関係や家族関係を修復した
り本人や家族のセルフエスティーム
を育てたりして、生きる力を蓄えて
いけるように種まきをすること。 

57 一般社団法人 
SGSG 
（2018年 2月） 

岡山県 
岡山市 

レジリエンスを支え
るユースセンターで
の支援活動 

「センターの運営を利用するユース
自身が積極的に参画できる仕組
みを作る」「センターの広報を対象
者向けと支援者向けと戦略を分
けて実施する」これらの事業を行う
ことで、地域や大人が対象者であ
るユース自身の活動を包摂し、ユ
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ース自身のレジリエンスを育成する
場となることを目的とした。 

58 一般社団法人 ジン
ジャー・エール 
（2020年 7月） 

岡山県 
備前市 

いろいろ交流プロジ
ェクト～楽しみ・興
味・悩みでつながろ
う～ 

多世代を対象に空き家を活用し
たコミュニティカフェや、立場、悩
み、興味、楽しみ等に応じてワー
クショップやサロン・イベント等を開
設し、話したり一緒に活動する場
の提供を行う。その中で、人と人と
のつながりや関係を築いていくこと
を目的とする。また、その中で地域
のことを自分事として考えていく意
識や仲間を作ることも目的とす
る。 

59 特定非営利活動法
人 風の家 
（2011年12月） 

広島県 
広島市 

早朝・夜間帯に実
施するコミュニティカ
フェ ”よなが” の運
営 

当施設を退所した後も、当施設
に立ち寄り、しばらく時間を過ごす
当事者が少しずつ増えてきてい
た。当施設はもとより、当事者が
再び孤立していくことを防ぐことを
目的に活動していたため、退所後
においても当施設が居場所として
機能できるような枠組みを形成し
たいと考え、本活動を実施した。 

60 一般社団法人  
UME プロジェクト 
（2019年11月） 

広島県 
尾道市 

こどもから高齢者ま
で、繋がり続けられ
る地域づくりを目指
して 

地域の多様な主体と連携し、孤
独・孤立の日常生活領域におけ
る予防に資する「福祉を超えた」
協働関係及び取組モデルを構築
する。 

61 一般社団法人 徳
島県就業支援機構 
（2009年 4月） 

徳島県 
徳島市 

「つながるアグリ」 
野菜づくりと地域づ
くり 

休耕田の増加と地域のつながりの
希薄化、この二つの課題解決の
ひとつの手法として、休耕田を利
活用した「ハートフル市民農園」を
オープンし、野菜作りを通した交
流の場を提供し、地域の中の居
場所づくりの一環とし孤独・孤立
の予防や早期対策につながる活
動とすることを目的とした。 
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62 特定非営利活動法
人 ニュースタート事
務局 
（1994年 4月） 

徳 島 県 ・
高 知 県 ・
愛 媛 県 ・
香川県の
遍路道沿
い の各市
区町村 

ひ き こ も り 遍 路
2024 

ひきこもりやニート当事者等、目
的喪失の若者が、住民との交流
や自分自身との対話を通じて世
界を広げ、「自分なりの生き方」を
発見してもらうことを目的として 62
日間かけて四国遍路を徒歩で一
周する体験型ツアーを実施。 

63 一般社団法人 
hito.toco 
（2016年 1月） 

香川県 
高松市 

ひととこオフ会 複数の自治体で広域に実施する
ことで、身近すぎない場所で、まず
はご家族同士でつながれる場を
実施する。ご家族自身の孤独・
孤立防止につなげ、ご家族自身
がエンパワーメントしていくことで、ご
本人とのコミュニケーションの見直
しや社会資源の情報提供等も行
なっていく中で、ひきこもり状態の
早期解消につなげていく。 

64 一社）小豆島子ど
も・若者支援機構 
（2018年 7月） 

香川県 
小豆郡 

無農薬農園活動
を通した地域ネット
ワーク作りによる孤
立化予防 

こども・ひとり親、不登校のこども、
孤独の中で子育てをしている家族
やその関係者、一人暮らし等の
高齢者やつながりがなく、居場所
を求めている島民とその関係者、
そして、課題の有無にかかわらず、
人と交流したいと考えている地域
に住んでいる皆さんを対象とした。 

65 特定非営利活動法
人 くじら 
（2022年 8月） 

愛媛県 
八幡浜市 

認知症啓発、健
康相談、地域のつ
ながり 

認知症や健康をテーマに地域住
民が気軽に集まり、悩みを共有で
きる場を提供することで、住民同
士の相互支援を促進するとともに
孤独・孤立の解消を目指した。特
に高齢化と人口減少が進む地域
において、認知症を抱える当事者
が孤立せず、地域全体で支え合
う仕組みを構築することに重点を
置いた取り組みとした。 
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66 一般社団法人 ハン
ズオン 
（2022年 3月） 

高知県 
高知市 

コミュニティスペース
を拠点とした中高
生のキャリア自律を
目指したソーシャル
サポートネットワーク
形成プロジェクト 

・持続可能なキャリア支援の場の
構築 
・中高生・大学生の参加促進とサ
ポートネットワークの拡充 
・地元企業・起業家との連携強
化 

67 NPO法人 抱樸 
（2000年11月） 

福岡県 
北九州市 

多様な主体の「や
りたい気持ち」を叶
えることを通した地
域づくり 

住民や活動の発掘・開拓とつなぎ
を行う地域コーディネーターの仕事
として、①新規のつながりの創出、
②既存団体等とのつながりの創
出、③既存団体同士や個人同
士のつながりの創出、④多様な主
体の「やってみたい」ことを叶えるた
めの調整やサポートの実現を目指
し、事業を実施することとした。 

68 特定非営利活動法
人 あいむ 
（2019年 9月） 

福岡県 
福岡市 

孤立するこども・若
者への早期アウトリ
ーチと居場所づくり 

福岡市の繁華街にある警固公園
等に集まる若者たちは元々家庭
環境に課題があり、学校にも居場
所がなく社会制度にも繋がれてお
らず、犯罪に巻き込まれてしまうケ
ースも多い。行政や警察関係者
も課題に対して取り組むような施
策はないため、取り残されたこども
たちをサポートするため、本事業に
取り組み始めた。 

69 一般社団法人 えふ 
（2023年12月） 

佐賀県 
唐津市 、
玄海町 

日常の中での様々
な世代の交流・居
場所の提供 

こども宅食のエリアの拡大を進める
ことを軸に、地域に住む多様な
人々がフラットな関係でつながり、
孤立感の軽減とサポートの輪を広
げることを目的としている。具体的
には、孤立している家庭に対し
て、人と社会との接点を創出する
地域の人々が集まるイベントを通
じて、相互に支え合い、協力する
環境を作ることを目指している。 

70 特定非営利活動法 熊本県 安心して暮らせるた 孤立しそうな人たちの困りごとは、
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人 くまもと災害ボラ
ンティア団体ネットワ
ーク 
（2016年10月） 

熊本市 めの地域共生社
会の実現に向けた
包括的な支援 

自殺と同様に問題が複合的に存
在するため、それぞれの窓口に行
ってもたらいまわしになり諦めている
人が多い。複数の専門家が密接
にプランを考えていける形が望まし
く、たらい回しにならないための「ワ
ンストップ窓口」やアセスメント力を
持った専門相談員の強化及び団
体間の連携強化が必要だった。 

71 HAPPY PARK プロ
ジェクト 
（2018年11月） 

熊本県 
熊本市 

商店街でつながろ
う︕わくわくと安心
を育むコミュニティ作
り 

本事業では、地域の人が多く利
用する、健軍商店街というオープ
ンスペースで、相談ブース×こども
のわくわく体験×マルシェ（自主
事業）という形のイベントを開催
し、地域の人にとっての安心と、つ
ながりのきっかけづくりを提供し、地
域活性化にも貢献していく。 

72 NPO 法人 子育て
応援ワクワクピース 
（2013年 4月） 

大分県 
大分市 

困った時、誰でも、
いつでも来れるみん
なの居場所ワクワク
ピース 

今までは、地域の公民館等を借り
て定期的に活動をしていたが、会
場を定期的に借りることが困難・
利用したい人が利用したいときに
利用できない・会場が手狭であ
る・毎回荷物の運搬移動が負担
等の理由で、広めの会場拠点を
借り、活動の場所を 1 か所に集
約し、365 日いつでも対応できる
ようにした。 

73 特定非営利活動法
人 カーサグランデ 
（2015年10月） 

宮崎県 
宮崎市 

多様な事業と動物
とのふれあいで創る
世代間コミュニティ
事業 

イベントを通じた交流の機会やつ
ながりを感じられる場を提供し、地
域の方々が自然に声をかけやすく
悩みを相談しやすい環境を構築
する。また、支援を必要とする
方々が孤立せず安心して日常を
過ごせるよう、多機関の協力体制
を強化し支援の継続性を確保す
ることで、包括的かつ迅速な支援
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を継続的に提供することを目指
す。 

74 特定非営利活動法
人 フェリーチェ 
（2023年 9月） 

宮崎県 
日向市 、
門川町 、
延岡市 

地域のつながりサポ
ートプロジェクト 

定期的なコミュニティイベントや交
流会等を通じて地域の一員として
誰もが居場所を持ち、「大切にさ
れている」と感じることができる環
境を作りたいと考えていた。そこ
で、地域のこども達を中心に、活
動によりコミュニケーションを増やす
こと、また体験活動を提供し新た
な活動へのきっかけ作りを行うこと
を目的に本事業を実施した。 

75 特定非営利活動法
人 かごしまヤングケ
アラー支援ネットワー
ク 
（2011年 2月） 

鹿児島県 
出水市 、
日置市 、
曽於市 、
鹿児島市 

薩摩の”おせ”から”
ちご”へ文化伝承
の多世代交流”か
ごっま弁サロン”事
業 

地域共生社会を実現するために
は、多様な新しいチャンネルを通し
て全ての人に「つながり・支え合
い」を創出することが重要である。
そのためのチャンネルに”かごっま
弁”を使い、生まれ育った郷土に
愛を持ちながら、自身の自慢の土
俵でつながりを持ち、かつ続けるこ
とが大事だと考えた。 

76 社会福祉法人 おき
なわ長寿会 
（1999年 4月） 

沖縄県 
沖縄市 

ケアサポーターネット
ワーク活用事業 

「地域活性化につながり生活が豊
かになる」と地域住民が感じられる
ことを目標とし、下記①~③の実
現をめざした。 
①地域住民・高齢者の自助と共
助を高める 
②買物難民・移動難民に対する
具体的な課題解決 
③地域の包括的見守りネットワー
クの構築 

77 特定非営利活動法
人 まくとぅー 
（2022年11月） 

沖縄県 
うるま市 

地域で助け合う緩
やかなつながりを築
く居場所づくり 

地域の問題等を解決する、地域
コーディネーターやソーシャルワーカ
ーの意識向上を目的に、相談し
やすい、困りごとを発信しやすい環
境も同時に整えて行く。 
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5. 取組から得られたノウハウ 

（１）ターゲット層の取り込み 

 孤独・孤立状態になる人は、多世代、こども・若者、中高年者、高齢者、障害者、外国人、災害から
の避難者、単身世帯、子育て世帯、ひとり親世帯、不登校の児童生徒、ひきこもり状態にある人、生活
困窮状態の人、薬物等依存者等多岐にわたるため、それぞれのターゲットに即したアプローチが重要であ
る。各団体においては、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）はもちろんのこと、チラシ、イベント
企画等、多様な手法を組み合わせ、対象者のニーズに合わせた情報提供と安心できる環境づくりをして
いた。 
若者に対しては、友達のような関係性を築き、相談しやすい雰囲気を作ることで、安心して居場所を

活用できる環境づくりを行っている団体もあった。また、地域住民とのつながりを活かし、口コミや紹介によ
る参加を促す団体もあった。 
対象者とつながるための工夫について、主なものを下記に記す。 

 
1） 多世代 

若者は SNS に慣れているものの、高齢者にはインターネットにアクセスしない方もいるため、地方
においては SNS 以上にチラシの配布が効果的だったという意見があった。ある団体は、若者にも手
にとってもらえるようなデザインにするため、デザイナーやイラストレーターと協働して作成した。また、公
共施設だけでなく、若者が出入りしそうな場所（映画館、書店、コンビニエンスストア等）にも積極
的に設置することで、チラシに馴染みのない若者世代にも興味を持ってもらえるように工夫していた
団体もあった。 
また、既存のメディア（新聞、TV、ラジオ）等を用いた周知も見受けられた。例えば、FM ラジオ

局の番組内で団体の取組に関するメッセージを流すことで、団体の理念や活動を知ってもらえるよう
試みている団体もあった。 

 
2） こども・若者 

こども・若者に対しては、こども自身が発信者になることで関心が高まるケースも見られた。あるイ
ベントでは、企画メンバーとなったこどもたちが主体となって友達に参加を呼びかけたことで、口コミが
広がり、ほぼこどもたちの力で延べ 136名もの参加者を呼ぶことができた。 
また、ある事業ではこれまで職員が広報担当をしていたが、運営に携わる若者に一部担当をし

てもらったところ、当該若者にとって「ユースセンターの認知度向上」が自分事の課題となり、若者目
線での SNS発信が増えたことで、若者の利用者の大幅な増加につながった。 
さらに、こども・若者は非常に繊細な心を持っているという考えのもと、相手の話を否定せず最後

まで傾聴し、相互理解を深めるとともに、対等な関係を構築するため、権威的な態度や過去の価
値観を押し付けないことを心がけていた団体もあった。 
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3） 中高年者・高齢者 
中高年者向けには SNSなどのグループで、プライバシーが確保された状態で気軽に意見交換が

できる仕組みが効果的だった。ある団体は、SNS にあるグループ機能を用い、会員のみが閲覧でき
る状況で、自由に意見交換できる場を設けていた。同時に、活動報告をSNSで頻繁に発信するこ
とで、定期的に活動に参加できないメンバーも進捗が見えるように工夫していた。 
高齢者に関しては、SNS やインターネットにアクセスしない方も多く、口コミやチラシ配布等が依

然として情報収集源となっていた。特に地方においては自治会の機能が残っており、住民の信頼が
厚い区長・副区長に説明し、区長・副区長から情報提供してもらうことで、高齢者の利用促進につ
ながったケースもあった。また、高齢者がよく利用する公民館や病院等の施設にチラシを掲示すること
も効果的だった。 

 
4） 子育て世帯・ひとり親世帯 

ひとり親（特にシングルマザー）へのアプローチ関しては、例えばイベントの開催であれば、利便
性が高いことや費用がかからないことが、参加者数の向上につながったケースもあった。ある団体では、
ひとり親世帯向けにヨガ教室を無料で開催したところ、受講に費用がかかることで参加を懸念してい
た多くのシングルマザーを中心としたひとり親が参加し、外出機会の創出につながったと好評だった。 

 
5） 不登校の児童生徒、ひきこもり状態にある人 

精神的に不安定な対象者に関しては、初対面で話をしても本人に受け入れてもらえないケース
が多いことから、専門家と連携してアプローチをする団体があった。 
不登校のこどもを支援する団体は、各小中学校で不登校支援にあたっている専任教師や専門

家が集まる会合で、活動内容の周知と相談会の告知を行うとともに、相談会に学校関係者も参
加できるようにした。不登校やひきこもり状態にある場合、対象者に直接情報を届けることが難しい
場合もあるため、本人の周りにいる関係者に情報を届けるよう工夫している団体もあった。 
また、対象者に受け入れられてもらえるよう、アプローチの際に「心の距離感」を大切にしていると

いう団体が多くあった。 
 
6） 生活困窮状態の人、単身世帯 

生活困窮状態の人を対象としていた団体には、当事者に寄り添った伴走支援を行っている団
体が多く見られた。日常生活の中で対象者が不安になった時には、必ず、SNS や電話で連絡が
とれるようにしている団体もみられた。 
生活困窮者が多く、その中に単身世帯となっている人もいる地域で活動する団体等は、対象者
が気兼ねなく立ち寄ることができる居場所づくりを積極的に行っていた。居場所では、定期的にコミ
ュニティカフェを実施し、コーヒー焙煎を行う等小さな仕事と役割を創出し、イベントを通じた出会い
とつながり作りに取組んでいた。 
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7） 薬物等依存者 
若者のオーバードーズなどに対応している団体は、当事者の精神状態を鑑みて、相談員や行政
担当者等とも連携しながら解決に導いていっていた。また、こうした若者は街中で急に声をかけても
嫌がることが多いため、最初は挨拶のみにとどめて、様子を見ながら徐々に距離を近づけていくとい
う工夫をしている団体もあった。最終的にはこどもや若者の「よき相談相手」として認識してもらい、
「相談窓口」には行きづらいこどもや若者にもアプローチできるようになった。 
こうした若者は昼ではなく、夜に活動していることが多いため、SNS を通じた対応だけではなく、
夜回りや、夜間の居場所の開放の頻度を高くすることも効果的だったという意見もあった。 

 
8） 障害者 

障害者へのアプローチを行っている団体は、専門機関と連携して対応しているケースが多かった。
例えば発達障害のこどもを支援する団体は、特別支援学級の保護者有志の会と連携して、こど
も及びその関係者へのアプローチを試みたり、教育委員会を通して、自治体内の特別支援学級
にイベントに関するチラシを配布する等していた。また、発達障害者が集まるインターネット上のグル
ープに対してイベントの告知を行っていた。この際、障害者の気持ちを阻害することが無いよう、チラ
シ作成にあたって専門家に文言の監修をお願いする等、細心の注意を図っていた団体もあった。 

 
9） 外国人 

外国人へのアプローチを行っている団体の中には、スティグマ（偏見）と言葉の壁に配慮した支
援を心掛けている団体もあった。例えば、ブラジルの移民支援を行う団体では、若者の多くが日本
社会への不信感や怖れを抱いていることを念頭に、上から目線でなく、ブラジル学校に直接赴き、
活動内容を真摯に説明していた。また、支援者を対象としたオンライングループでは主に母国語で
あるポルトガル語を使うなど、利用者が本音を伝えやすい環境になるよう心掛けていた。 
また、外国人である対象者の疎外感をなくすことを重視した取組も見られた。ある団体では、１
回でもイベントに参加したことがある人に対して、「あなたと同じ国出身の人が来るので、あなたが
来てくれるととても助かる」と、その人の参加が必要であることを強調するなど、対象者が団体とつな
がり続ける工夫をしていた。 
 

10） 避難者 
避難者を対象とする団体については、災害を契機に他の NPO等と連携できるプラットフォームを
設立することで、災害により地域を離れ仮住まい先で恒久的に暮らすこととなる被災者等への相
談窓口を開設する等していた。 
また、東日本大震災の被災地で活動する団体は、大規模集団移転で形成され地縁が希薄な
地区に住む高齢者が中心の住民を対象に、誰かと食事ができる場を提供する等、安心して訪問
できる居場所づくりを行っていた。参加者を募る際、ただチラシを配布するのでなく、1 軒 1軒の家
を訪問して、孤立を感じる住民と会話し、関係が構築され、活動に参加するケースも見られた。 
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（２）行政や他組織との連携 

行政や NPO等、地域団体との連携は、事業の円滑な推進に不可欠である。 
行政との連携では、課題の共有や情報発信の協力に加え、フォーラムの共同開催などをきっかけとして

定期的な意見交換の機会などを設けることで、より深い協力関係を築くことが望ましい。 
NPO 同士の連携では、それぞれの強みを活かし、互いに補完し合うことで、より効果的な支援の提供

が期待できる。 
それぞれの具体的事例について、主なものを下記に記す。 

 
1） 行政との連携 

事業を継続・拡大していく上で、都道府県や市町村をはじめ教育委員会や社会福祉協議会
等との連携は重要となるが、個別の NPO を自治体が支援することはできないという理由で、自治
体からの協力が得られなかったという意見もあった。一方で、イベントの際に協賛や後援を自治体
からいただくことを切り口として自治体へのアクセスを試みる例も見られた。 
ある団体では、採択事業の中で孤独・孤立対策に関するフォーラムを開催するにあたり、自治

体の後援を得ようと試みたところ、自治体側で孤独・孤立対策の担当部署が決まっていないという
課題に直面した。そのため、首長と面会し、地域住民の理解を得るためのベースとして、孤独・孤
立対策推進の担当部署を市民協働部とし、そのトップに部長を任命してもらうことで、自治体との
連携強化が進み、孤独・孤立対策のフォーラムを共催することができた。 
別の団体では、県庁の担当者に地震の広域避難者の孤独・孤立の課題に対する課題意識

の共有とコミュニティづくり事業の立ち上げの意向を伝えたところ、県側から広域避難者への情報
発信への協力の打診があり、連携が開始された。 

 
2） NPO同士の連携 

地域のつながりを創出するため、地域内の NPO 等と連携する団体もあった。具体的には、地
域の高齢者グループで郷土史を語り継ぐ団体と、20 代～30 代を中心とした地元で活動してみ
たいと考えている若手クリエイター集団と連携し、歴史と文化、ダンス・音楽を融合させたイベントを
開催し、多くの人が地域に訪れるきっかけを作ることができた。 
また、県内で居場所づくりを行っている NPO等の団体と連携し、居場所に関するプラットフォー

ムを結成した団体もあった。 
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（３）事業の継続 

事業の継続にあたっては、資金調達、活動基盤の維持・強化について検討することが重要である。 
資金調達では、助成金や協賛金の獲得に加え、クラウドファンディングなど多様な方法を検討する団

体もあった。活動基盤の維持・強化に関しては、ボランティアスタッフのモチベーション維持や、本来業務の
見直しによる担当人材の負担軽減、今後の事業展開を見据えた関係者との連携体制の構築等につい
て検討している団体もあった。 
それぞれの具体的事例について、主なものを下記に記す。 

 
１）資金の調達 

来年度以降も事業を継続するための資金調達の方法として、行政からの事業の委託や事業へ
の補助、寄付金や賛助会員会費を募る他、クラウドファンディング、市のふるさと納税制度の使用等
について検討している団体があった。 
国や自治体からの助成金を活用することに関しては、単年度の事業となることが原則であるため、

事業を振り返り、その後の展開の構想を描くことまでは十分にできないという意見があった。また、国
や自治体からの助成金を使用する際は管理費（人件費など）の上限があり、通常の NPO 活動
に必要な事務的経費をどのように賄えばよいか苦悩している団体もあった。 
また、クラウドファンディングにより広く寄付金を募る方法を検討している団体や、「民間企業から

の協賛を得ることができるようアプローチを進める」とし、イベントなどを通じて民間企業との連携を進
めている団体もあった。 

 
２）活動基盤の維持・強化 

活動基盤の維持・強化のため、人材の確保や関係者との連携強化について検討している団体
があった。 
人材の確保については、例えばボランティアスタッフのモチベーションを維持させるため、ボランティア

が活躍できることを業務内容とし、自分が地域の役に立っていることを実感し、共に取り組む仲間と
してなくてはならない存在であることを意識できるような工夫を行っている団体もあった。また、本来業
務に携わる人材の負担軽減を図った上で、スムーズに事業が継続できる体制を検討している団体
もあった。 
関係者との連携基盤の強化については、今後の連携を見据えて社会福祉協議会や市議会議

員等と意見交換を実施している団体もあった。一方で、現在は行政と良好な関係を築いているも
のの、自治体職員には異動があるため、「現在の担当者の後任が同じように協力してくれるのか」、
「引継ぎが上手くいくかどうか分からない」という不安も見られた。  
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6. 事業団体の取組の類型化と成果の抽出 

本モデル事業に採択された各団体による取組は、いずれも孤独・孤立の予防を目的とし、孤独・孤立
に至った人、孤独・孤立状態に陥る可能性が高い人及び広く地域の住民に対して居場所や交流の場
（以下「居場所等」という）を提供した団体が多数を占めていた。 
しかし、各団体において取組の手法や主にターゲットとしている層は様々であったため、各団体の取組

と対象者を図表２及び図表３のとおり整理した。以下では、それぞれの取組の種類ごとに、主な実施内
容と成果を確認する。 
なお、図表２及び図表３は本モデル事業に採択された 77団体が実施した事業を元に整理したもの

であり、NPO等が実施する孤独・孤立対策が、これらの整理に必ずしもあてはまるものばかりではないこと
に留意が必要である。現に、「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」（令和 6
年 6月 11日 孤独・孤立対策推進本部）では、「孤独・孤立の問題を抱えている、あるいは孤独・
孤立に至りやすいと現在一定程度認識されている当事者」として、図表３に示すものの他、メンタルヘル
スの問題を抱える人、DV等の被害者、中卒者や高校中退者で就労等をしていない人等も例示として
挙げている 2。 

 

 
2 内閣府（2024）「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」
https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/jutenkeikaku/pdf/jutenkeikaku.p
df 
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図表２ 取組の種類 

 
1. つながりの場づくり 

 交流の場の提供  居場所づくり 

 食を通じたつながり  働くことを通じたつながり 

2. 見守り・支援体制の構築 

 地域の包括的見守り体制の構築   アウトリーチ型支援の推進 

3. 情報提供・相談支援 

 ワンストップ相談窓口の設置  支援情報のポータルサイト構築 

 SNS等を活用した相談支援  情報発信の充実 

4. 地域課題解決型の取組 

 買い物支援や移動支援サービスの提供   空き家等を活用した地域交流拠点の整備 

5. NPO等の活動支援・連携強化 

 地域の NPO等への支援  官民連携プラットフォームの構築 

 
 

図表３ 取組の対象者 
 
多世代 こども・若者 中高年者 高齢者 

障害者 外国人 避難者 
単身世帯 子育て世帯 ひとり親世帯 
不登校の児童生徒 ひきこもり状態にある人 生活困窮状態の人 薬物等依存者 
その他 
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（１）つながりの場づくり 
1） 主な実施内容 

対象とする人が誰かとつながりを持てるよう、イベント等の交流の場を提供する団体や、集うこと
ができる居場所を提供する団体が多かった。また、食を通じたつながりづくりや、働くことを通じたつな
がりづくりを行っている団体もあった。 
「つながりの場づくり」は、採択団体中、最も多くの団体が実施していた取組であり、図表３のす

べてのほか、「刑余者」等、対象者も幅広かった。 
その中でも、特に「多世代」を対象とした取組が多く見られ、高齢者が持つ知見やノウハウを、こ

ども等に伝授することで相互交流を生み出そうと工夫している団体もいくつか見られた。 
また、カフェ、こども食堂、駄菓子屋等、既に団体が運営している場を活用し、多くの世代を呼び

込もうとする事例もあった。 
さらに、地域における孤独・孤立を未然に防ぐため、孤独・孤立に至った人だけでなく、地域のす

べての人を対象とするイベント等を実施している団体も見られた。 
 
2） 成果 

市民団体や社会福祉協議会、行政等の関係機関と協力して取組の周知を行う等、情報発
信を工夫している団体が多く、その結果、取組への参加数や認知向上につながった事例もあった。 
また、居場所を訪れる人が気軽に話しかけられる「交流ボランティア」を設置することで、「ここに来

たらいつもあの人がいる」という安心感を創り出し、「安心できる居場所」という認知が高まった結果、
多くの利用者が訪れることとなった団体も見られた。 
さらに、ひきこもり状態にある人に対して、地域のカフェや映画館、古本屋等と連携して本人に負

担のない範囲の仕事を用意し、労働に対する給与を支払うことで、本人の自己肯定感や自己有
用感を向上させた団体もあった。 

 

（２）見守り・支援体制の構築 

1） 主な実施内容 
ひきこもり状態にある人や生活困窮状態の人等を対象に、いつでもつながることができる環境を

整備する等、見守り体制を構築している団体や、外出が難しいひきこもり状態にある人や深夜に繁
華街にいる若者等とつながるためにアウトリーチ型支援を推進している団体があった。 
見守り体制を構築している団体では、例えばひきこもり状態の人が不安になった際に、電話や

SNS を活用して、必ず連絡が取れるような環境を作っていた。 
また、対象者に対してアウトリーチ型支援を行う団体の中には、生活困窮世帯にペットフードを

配布する活動を通じて、当該世帯の状況を確認し、生活環境悪化を防止する取組を行う団体も
あった。その他、居場所の開設とアウトリーチ型支援を組み合わせることで、家から出られないひきこ
もり状態にある人との関係を丁寧に構築しつつ支援を行っていた団体もあった。 
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2） 成果 
ひきこもり状態にある人の見守り体制を構築している団体では、相談員や行政担当者とチーム

を組んで本人を支援することにより、深刻なケースに対しても対応することができた。また、ひきこもり
状態にある人へのアウトリーチを実施している団体では、本人の人生を尊重し、「支援する立場」で
はなく、お互いにフラットな関係でいることを重視し、寄り添う姿勢で接していた結果、当団体が運営
する居場所に通うことになり、その後、就労を考えるに至ったケースもあった。 
さらに、ペットフードの配布を通じて生活困窮状態の人への支援を実施している団体では、ペット

フードを支援することで、本人の経済状況の改善にも寄与し、ライフラインの停止や命にかかわる事
態に発展する可能性があった事例の事態悪化を防ぐことができた。 

 

（３）情報提供・相談支援 

1） 主な活動 
支援に関する情報（行政窓口や医療機関等の専門機関の他、インフォーマルな市民活動やコ

ミュニティの情報等）を掲載したポータルサイトを構築している団体や、孤独・孤立対策に関する取
組の情報発信を充実させている団体等、対象者への情報提供に力を入れて取り組んでいる団体
があった。また、対象者が直面する様々な困難を想定した相談窓口の設置や SNS 等を活用した
相談体制の整備等、充実した相談支援を実施している団体もあった。 
支援に関する情報提供を実施している団体では、地域住民や支援者が簡単に社会的処方を

活用できるデジタルプラットフォームの整備や、あらゆる発信手段（ラジオ、ホームページ、SNS等）
を活用した情報発信等が行われていた。 
また、充実した相談支援を行っている団体の中には、地域の女性・こども・若者・家族を対象とし

た法律相談・カウンセラー等の 10 の無料相談ブースを設けたイベントを実施する団体や、来日して
間もない外国人を対象とした総合相談支援（日常生活の支援、ビザや役所関係の手続きの支
援、病院の診察等の支援等）を実施する団体、SNS 等を活用し、居場所の開設時間外であっ
ても対象者の相談に対応している団体等があった。 

 
2） 成果 

社会的処方の情報を取りまとめたプラットフォームを整備した団体では、155 カ所の社会的処方
先に関する情報を収集し可視化することで、地域のリンクワーカーの役割を持つ人が対象者に対し
て社会的処方に関する情報を容易に提供できる環境が整備された。 
また、あらゆる発信手段を用いて取組に関する情報提供を行った団体では、車での移動が多い

という地域性を考慮しラジオを活用した情報発信に力を入れた結果、ラジオを聞いたという人から相
談の電話を受ける等、実際に対象者とつながることができた。 
相談支援を充実させていた団体のうち、10 の無料相談ブースを設けたイベントを開催した団体

では、様々な専門家と協力して相談対応することで、相談者の高い満足度を得られ、実際の課題
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解決に寄与できた。また、地域の人が集まりやすい「商店街」を会場としたことや、子どもが目を引く
体験イベントを同時に開催することで、相談につながりやすい環境が整えられるとともに、より多くの方
に団体の取組を知ってもらうきっかけとすることができた。 

SNS を活用した相談支援を実施している団体では、対面の窓口と並行して、公式 SNS の開
始と問い合わせフォームの運用をはじめたことで、よりタイムリーに相談対応ができるようになり、実運
用期間約 3 カ月で 35件の問い合わせがあった。 

 

（４）地域課題解決型の取組 

1） 主な活動 
過疎地域において買物支援や移動支援サービスを提供する団体や空き家を活用した地域交

流拠点の整備を行う団体等、地域が抱える課題（買物困難・移動困難、空き家等の地域課題）
の解決を通じた孤独・孤立対策を行っている団体があった。 
買物支援や移動支援サービスを提供する団体では、買物が困難になった高齢者や、移動手段

がない高齢者等を対象に、介護予防の観点からも人とのつながりが持てるよう、買物サービス（乗
合バスを利用してスーパーマーケット等の店舗まで送迎するサービス）等を実施していた。 
空き家を活用した地域交流拠点の整備を行う団体の中には、課題の有無に関わらず多世代を

対象として、空き家を居場所に改装することを通じて、互いに交流できるような取組を行う団体もあ
った。 

 
2） 成果 

買物支援や移動支援サービスを提供する団体では、サービスが週に１回計画的に行われること
で、利用される方同士の「顔なじみの関係」が構築され、車内で自ら会話をされるようになり、笑顔
が増えたという声があった。また買い物を通じて実際に目で見て商品を選ぶ、スーパーで買い物途中
に顔見知りの方と会話される等、関わりの中で孤独・孤立の予防につながったという成果も見られた。 
空き家を活用した地域交流拠点の整備を行う団体では、実際に活動に参加したボランティアの

若者に対して、ボランティア活動前後に孤独感に関するアンケート調査を実施したところ、孤独感が
軽減したという結果が得られ、「地域交流拠点の整備を手伝うことで、自分の居場所にもなった」と
の声も得られた。 

 

（５）NPO等の活動支援・連携強化 

1） 主な活動 
地域で活動する NPO 等の団体や住民同士のつながりを創出し、地域活動を支援する団体や、

孤独・孤立対策を充実させるため官民が連携したプラットフォームを構築する団体があった。 
地域で活動する NPO 等への支援を行う団体の中には、地域コーディネーターが中心となり、地
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域で実施したいと考えている活動を支援し、多様な主体が地域を活性化させ、住民同士の交流が
生まれるような支援を行う団体もあった。 
官民が連携した孤独・孤立対策のプラットフォームを構築していた団体では、民間団体、行政、

高校・大学などを集めた定期的な会合（月１回程度）や、他県で先進的な取組を実施している
事例を紹介する研修会等を実施することで、孤独・孤立対策に取り組む様々な主体が連携・協働
するための関係整備等が行われていた。 

 
2） 成果 

地域で活動する NPO 等への支援を行う団体では、地域コーディネーターが地域の団体と共に
企画を考えることで、多様な主体の「やりたいこと」が具現化し、より多くの地域の関係者同士がつな
がることができた。また、普段は福祉につながらない層にも興味を持ってもらえるよう、「楽しそう・おし
ゃれ・かっこいい」等の視点を大切にしながら活動を行うことで、地域で孤独・孤立を感じる多様な人
が集まりやすい場が創出されていた。 
官民が連携した孤独・孤立対策のプラットフォームを構築していた団体では、孤独・孤立対策を

行う様々な主体同士のつながりが強化され、関係機関からも連携に前向きな姿勢を示されていた。
また、連携先である市役所や保健所からの紹介で、実際の団体の取組につながった事例もあった。 
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7. 孤独・孤立対策に取り組む NPO等への支援の在り方について 

 地域における孤独・孤立対策に関する NPO 等の取組みモデル調査研究事業を通じて、計 77 団体
への伴走支援を行った。今後、NPO 等の活動を拡大していくための支援の在り方に関しては、以下のよ
うな点が課題だと考えられる。 

（１）団体の特性、ニーズに応じた支援内容の検討 

 孤独・孤立対策を行う NPO 等は運営の規模（職員やスタッフの数等）や活動年数等に差があるた
め、採択団体の状況に応じた支援が求められる。例えば、スタッフ数が少なく、活動年数も浅い団体の場
合は、採択期間中に事業が滞らないよう、取組状況を細目に把握し、課題がある場合には、課題解決
に向けた支援を検討する必要がある。 
また、団体の取組分類によって直面する課題が異なる可能性もある。例えば、「つながりの場づくり」を

行う団体と「NPO 等の活動支援・連携強化」を行う団体とでは、事業期間中に直面する課題は異なる
ことが予想される。このため、今年度の支援実績を踏まえ、取組の分類に応じた課題への対応についても
検討する必要がある。 
 

（２）NPO同士のつながりの必要性 

今回の事業で実施した中間報告会や最終報告会に参加した採択団体からは「自分たちと同じような
活動をしている団体を知るきっかけになった」、「同じ課題を抱える団体と情報や意見交換ができて非常
に参考になった」等の意見があり、改めて、NPO 等同士がつながりを持つことの必要性・重要性が確認さ
れた。また、支援者自身が孤独・孤立に陥る可能性があるため、団体同士が定期的に連絡を取り合う
機会を創出することが求められる。具体的には、報告会や研修会に加えて、NPO 等同士が気軽に情報
交換や課題解決に向けた意見交換を行う場として、オンラインサロンを実施することなどが考えられる。 

 

（３）マネジメント体制の構築 

孤独・孤立の解消には、長期的な視点での支援が不可欠となるが、採択団体からは資金面や人材
面を含めたマネジメント体制に不安を抱えているという声が多く寄せられた。 

NPO 等が継続的に事業を実施するためには、安定的な事業収入や寄付等が必要であり、そのため
には、事業推進を管理するスキルや資金調達のノウハウを備えたマネジメント人材が必要であるものの、
現状ではこれらのノウハウを備えた人材は少ないことが伺える。また行政による NPO 等への補助金につい
ては、予算単年度主義の原則があるため、継続的な支援は前提となっていない場合が多い。 
このような状況を踏まえ、NPO 等が継続して活動できるよう、事業のマネジメントに関する研修や情報

提供を行い、NPO 等自身のマネジメントスキル向上を支援することが重要となる。具体的には、今年度
の採択団体の中には、クラウドファンディングによる資金調達を検討している団体もあったことから、このよう
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なノウハウを採択団体同士で共有し合える機会を提供すること等が考えられる。 
 

（４）行政等との連携 

本事業では、多くの採択団体が「行政との連携」に課題を感じていた。今年度から孤独・孤立対策推
進法が施行されているものの、「孤独・孤立対策」を専門に扱う部署がない自治体も多く、団体からは、
「行政と連携するために、どの部署に相談に行ったらよいか分からない」といった声も聞かれた。 
一方で、行政との連携体制を構築するため、市長に対して孤独・孤立対策の必要性を訴え、結果的

に市民協働部局の部長以下で構成される孤独・孤立対策に関するフォーラムを実施した団体や、自治
体職員も含めた有志による勉強会を企画する団体もあった。 
このように、NPO 等が行政との連携の一歩を踏み出すためには、まずは意見交換や研修という場を用

いて、孤独・孤立に関する地域の現状を共有するとともに、自分たちの取組が地域の課題にどのように寄
与しているかを説明することも有効である。 
また、行政側も地域の NPO 等の具体的な活動を十分に把握できていないと考えられるため、例えば

本年度の採択団体の取組をまとめた事例集を行政にも広く共有することや、本事業における NPO 等の
取組報告会の実施を行政職員にも広く周知していくこと等により、NPO 等と行政との連携が前進するよ
うな支援が求められる。 
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